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パーソン論とはどのような倫理か 
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（大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得、哲学） 

 
 
はじめに 
 
 生きるに値するのはどのような存在か。配慮に値するのはどのような存在か。これらの

問いを中心に展開される倫理学説がある。しかし、このように問うことが、それだけで、

倫理とは何かという問題に対する一つの立場を表明することになるということ、そして、

同時に別の倫理の可能性を閉ざしてしまうことになるということに、私たちは自覚的でな

ければならないのではないか。小論では、このような問いを中心に据える倫理学的立場で

あるパーソン論を批判的に検討することによって、パーソン論が立脚する倫理とはどのよ

うな倫理であり、また、パーソン論によってどのような倫理が排除されることになるのか

を検討する。 
 パーソン論は、人工妊娠中絶や安楽死といったデリケートな現実的問題に対して、極め

て実践的で積極的な主張を展開する。実践的で積極的であるがゆえに、世論から感情的な

批判を受けることもあるが、小論はその種の批判をくり返すことを意図してはいない。理

論的な水準で、パーソン論の前提にある倫理がどのような問題を残すのかを指し示したい。 
 パーソン論と一口に言っても、トゥーリーの権利論的立場からエンゲルハートのカント

主義と功利主義の複合説までさまざまな形があるだろう。だが、人格であるかどうかに着

目し、それを倫理的価値基準に据えるという構え自体は共通するものがある。ここではシ

ンガーの『実践の倫理』（第二版、1993）1 に沿って論を展開していくことにする。 
 
パーソンと非パーソン  
 
 シンガーは、『実践の倫理』で、「人間」という語の意味を、「ホモ・サピエンスという種

の構成員」という生物学的意味と「理性的で自己意識のある存在」という人格的意味とに

区別する。「人間」についてのこの二つの意味を区別することによって、明確な倫理基準が

得られる。すなわち、「ホモ・サピエンスという種の構成員」を他の種の生命に対して優遇

することは、「種差別」にすぎず、道徳的に見て何の根拠もない。道徳的に意味があるのは、

「理性的で自己意識のある存在」としての人格（person）を尊重することであり、そうし
た人格であるなら、ホモ・サピエンスという種であろうとなかろうと、価値ある存在とし

て尊重する必要がある、とシンガーは言う。 
 人格であるということがなぜ価値ある存在だと言えるのか。シンガーは四つの議論を引

き合いに出し説明する 2。 
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 一つは古典的功利主義の議論であり、人格が価値ある存在として扱われなければ、他の

人格の幸福の減少をまねくからというものである。すなわち、自分についての概念をもつ

人格の幸福は、自分の死がしばらくは訪れないと考えれば増し、死の到来の可能性を意識

すれば減少する。他の人格が殺されたと知ることによって、ある人格は自分も殺されるか

もしれないと恐れ、それによってその人格の幸福は減少する。人格が尊重される価値をも

つということは、もし尊重されなければ結果として他の人格の幸福が減少するという「間

接的根拠」によって説明される。 
 二つめは選好功利主義の議論で、人格は生き続けたいという未来志向的な選好をもつか

らというものだ。選好功利主義は、ある存在に対する行為とその行為によって影響を受け

る存在の選好が一致するかどうかを問題にする。人格を殺すことは、人格の生き続けたい

という選好、おそらく人格のもつあらゆる選好のうちでもっとも基本的な選好を侵害する

がゆえに、不正なのである。 
 三つめはトゥーリーの議論で、人格は生存する権利（right to life）をもつからというも
のである  3。ある存在が何らかの権利をもつというとき、それはその存在がその権利に関

する欲求をもっていることを前提とする。もし権利に関する欲求をもたないなら、権利の

侵害は起こりえず、したがってそもそも権利は存在しなかったことになる。同様に、生存

する権利をもつためには生存することを欲求する能力をもつことが前提になる。生存する

欲求をもつことができるのは、「自分がある期間にわたって存在し続ける独立した実体であ

ると認識できる存在」のみである。シンガーによれば、この存在は結局、彼の言う人格で

ある。つまり、人格を殺すことが不正であるのは人格のもつ生存する権利を侵害するから

であり、権利の侵害が起こるのは人格が生存する欲求をもつからだということになる。 
 最後に、自律尊重という伝統的な道徳原理が人格の価値を説明する。人格は生死を自分

で選択する能力をもち、そうした人格を殺すことは人格の自律を尊重していないことにな

る。ゆえに人格は尊重される価値をもつ。 
 人格が価値ある存在であるということの根拠となり得る議論を、シンガーの列挙するま

まに概観したが、彼はこれらの議論をそのまま彼自身の考えの根拠としているわけではな

い。しかし、議論の仕方に違いこそあれ、結論として人格に価値を置くという点では、シ

ンガーはこれらの議論を肯定するだろう。事実、これらの議論に登場し、人格を指すと思

われる概念に関して、彼は、彼自身の人格概念、つまり「理性的で自己意識のある存在」

とほぼ同義であることを大筋として認めている。彼にとっては、結論的に人格の特別な価

値が肯定されることに意味があるのである。 
 
 人格にこのような特別な価値が付与されることによって、人格ではない存在の価値は限

定されたものとなる。「そこで私の提案は、理性、自己意識、感知、感覚能力などの点で同

じレベルにあるならば、胎児の生命に人間以外の生命と同じだけの価値しか認めないよう

にしよう、ということである。どんな胎児も人格ではないのだから、胎児には人格と同じ

だけの生存する資格（claim to life）がないのである」4。シンガーはまた、胎児は「潜在

的人格」ではないかという反論の可能性を、「潜在的な X は、X であるものと同じ価値を
もつわけではなく、X であるものがもつすべての権利をもつわけではない」5 という理由
で退ける。現に「理性的で自己意識のある存在」でなければ、生存する資格をもちえない
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のである。 
 同様の理由で、彼によれば、新生児にも人格と同等の生存する資格はない 6。「新生児は

胎児と同じ地点に立っており、したがって、乳児殺しや胎児殺しを禁じる理由は、自己自

身を持続的に存在する独自の実体とみなすことのできる存在を殺してはならない理由に比

べて少ない」7。私たちが本能的に乳児を守ろうとするのには「進化論的な理由」はあるだ

ろうが、乳児の外見に対して私たちが抱く「感情（feelings）」はさしあたって問題ではな
い。可愛らしく無力な乳児に手をかける行為に対する嫌悪感は、私たちを「情緒的にかき

乱すが、厳密に言って（道徳的問題と）無関係な側面」であって、その行為の道徳的価値

をはかる場面では考慮に入れることはできない。さらに、そうした嫌悪感には、ユダヤ‐

キリスト教的態度によって私たちに歴史的に植え付けられてきた側面があるという。それ

は一見、私たちの本性に自然に備わっているようにみえるが、実際はキリスト教の道徳的

枠組みを土台とする感情でしかない。 
 このように、人格ではない存在として胎児と新生児がまず挙げられるが、生存する資格

があるかどうかの基準を理性と自己意識の有無に求めるシンガーの立場からすれば、とり

もなおさず、たとえば事故などで不可逆的に意識を失った人間もこの範疇に入ることにな

る。つまり、「かつては自らの生死について選択する能力をもつ人格であったが、今では事

故や加齢によってこの能力を永久に失い、しかも、この能力を失う以前に、そのような状

況に置かれたとき、生き続けたいかどうかについて何ら見解を表明していなかった」8 人
間も、もはや人格ではないという理由により生存する資格をもたない。 
 以上のようにシンガーは、理性と自己意識をもたない存在に対して、「理性的で自己意識

のある存在」のもつ「生存する資格」を認めないのだが、だからといってまったく道徳的

配慮の必要がないと考えているわけではない。理性や自己意識をもたないとしても、その

存在が意識をもつ可能性はある。苦痛を感じないということが意識をもつ存在にとって利

益である限り、そのような存在に対してできるだけ苦痛を与えないように配慮することが

道徳的行為となると、シンガーは考える。「感覚的な存在が意識的である限り、彼らはでき

る限り多くの快楽と、できるだけ少ない苦痛をもつことに利益をもっている。感覚能力が

あれば、利益を等しく考慮する領域にその存在を置くことができる」9。すなわち、人格の

もつ、ある意味で絶対的な価値に対して、意識をもつ存在はその感覚能力に応じて相対的

な価値をもつ。ただし、その価値は、生命を奪うことそのものを禁ずるほど大きくはない。

意識の程度に応じてその扱い方を改善したり、より多くの同種の生命を生み出すことで総

量として快適さを実現すればよいとされる。 
 
平等の原理と「内在的価値」 
 
 ところで、シンガーは、「すべての人間は平等である」ということが現在の社会において

基本的な原理になっていることをふまえたうえで、平等の原理とは何かを考察している。 
 彼が言うには、人間がそれぞれ異なっている限り、平等の原理を平等という事実から説

明することはできない。たとえば人間には等しく正義の感覚が与えられているという事実

から人間の平等を説明しようとしても、その感覚の程度は人によって異なり、現実には平

等は帰結しない。さらに、程度の差は一定の水準を満たす限り無視できると考えるとして
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も、たとえば幼児のわがままさをも説明可能な正義の感覚の水準を設けることは難しい。

したがって、平等の原理は、人間が現にそうである平等の事実を主張しているのではなく、

倫理の基礎的原理と考える必要がある。 
 事実として見れば、人間がそれぞれ異なっていることは確かである。人間には能力の差

があり、性別の違いがあり、人種の違いがある。私たちは人間がそれぞれ異なっていると

いう事実から出発せざるを得ない。この事実から出発するとき、犯してはならないのは、

能力の違いや性別の違いの基礎にある「自然的特徴（natural characteristic）」10 ないし
「事実的特性（matter of fact）」11 に基づいて、それぞれの人間への配慮に違いをつける
ことである。どんな能力をもつか、男性であるか女性であるかといった「自然的特徴」を

理由にして、配慮の程度を変えてはならない。知能が高いからといって優遇されてはなら

ないし、男性だからといって女性よりも大きな配慮がなされてはならない。特定の「自然

的特徴」をもった人間、つまり特定の誰かの利益になるように配慮することはあってはな

らないのである。 
 シンガーは、特定の誰かではなく、行為によって影響を受ける人間全員の利益を等しく

考慮することが平等の原理であると考えている。人はさまざまな利益をもっている。たと

えば、苦痛を避ける、自己の能力を発展させる、他人と友好的な関係を築くといった利益

である。こうした利益は、その人がどのような能力をもつかということと無関係に、すべ

ての人間が享受し得る利益である。したがって、能力の違いによって、これらの利益に対

する配慮の違いがあってはならない。個々の能力といった「自然的特徴」ないし「事実的

特性」とは無関係に、「利益に対する平等な配慮（equal consideration of interests）」12 が
求められるのである。 
 さて、このように、シンガーは、「自然的特徴」ないし「事実的特性」を根拠にした配慮

の差別を批判し、「利益に対する平等な配慮」を主張するのだが、この主張は、一見すると、

理性と自己意識の有無を根拠にしたパーソンと非パーソンの区別、さらにそれらの間の価

値の区別という彼の考えと相反するように思われる。人格は理性と自己意識をもつがゆえ

に特別な価値をもち、生存する資格をもつが、人格でないものは理性と自己意識を欠くが

ゆえに生存する資格をもたないとされた。しかし、理性も自己意識も、能力や性別と同様

に、「自然的特徴」ないし「事実的特性」の一つだと考えられるのではないだろうか。理性

と自己意識があるかどうかを基準に生存する資格を問題にすることは、「自然的特徴」に基

づいた配慮の違いにつながるのではないだろうか。理性と自己意識をもつかどうかを、シ

ンガーは人格として扱うための「内在的価値（intrinsic value）」13 がその存在にあるか
どうかだと述べているが、この「内在的価値」という発想そのものが、「利益に対する平等

な配慮」が拒否するところの事実に基づいた配慮の差別に結びつくことにはならないか。 
 この疑問に対するシンガーの回答は次のようなものかもしれない。ある能力や性別が配

慮の違いの根拠になってはならないのは、それらがその存在のもつ利益とは無関係である

場合である。もし、その存在のもつ利益に関わる能力であるならば、その能力の有無によ

って配慮の違いをつけることは何ら不正なことではない。理性と自己意識はこの種の能力

である。というのも、理性と自己意識が欠如している場合、人格としての配慮が目指すは

ずの利益の享受そのものが不可能であり、したがって利益に対する配慮そのものが無意味

になるからだと。 
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 実際彼はこのような例を挙げている。「利益に対する平等な配慮」が必要だとしても、消

防士の募集の際に車椅子生活者を応募者から排除し、印刷物の校正係りの募集で盲目の人

の応募を拒否することは不正ではない 14。この例は、障害者が特定の職業に就けないこと

を理由に、それ以外の場合でも同様に排除されることはあってはならない、という趣旨の

文脈で述べられたものであるが、「利益に対する平等な配慮」における平等な配慮の適用範

囲は、その利益の受容能力と相関的に決定されるということを間接的に示しているように

思われる。すなわち、消防士への応募に際して平等な配慮を受けるためには、足が不自由

ではないという条件を満たす必要があり、たとえその条件を満たさないために応募するこ

とすら認められなかったとしても、それは不平等な扱いを受けたことにはならない。この

場合、足が不自由ではないという「自然的特徴」をもつ人間だけが消防士への応募という

利益をもち、その利益に対する平等な配慮に値するのである。また、シンガーは障害者へ

の不当な差別に抗議して、平等の原理は「知的な障害であれ身体的な障害であれ、その障

害が問題となっている利益に影響しないものである限りは（so far as the disability is not 
relevant to the interests under consideration）、障害を根拠にした差別を否定する」15 と
しているが、これは、ある利益に対する配慮の前提としてその利益をもつことができるか

どうかという問題があり、もしその利益をもつことがないのであれば、配慮の対象外にな

るという、配慮一般の前提条件を述べていると考えることができる。要するに、問題とな

っている利益に関わらない「自然的特徴」を根拠にした配慮の違いは不正であるが、問題

となっている利益に関わる「自然的特徴」は「内在的価値」であり、「内在的価値」の有無

を根拠にした配慮の違いは不正ではないということだろう。 
 この考えは形式的には理解できる。いくら利益に対する配慮をしたところで、当事者が

それを利益としていないのであれば、配慮をしても無意味であり、私たちにとって配慮を

する義務は生じないだろう。胎児や新生児に対して人格と同様の配慮をすることは、彼ら

にとって「自己」というものがまだ存在し得ない限り、彼らにとって利益とはならないだ

ろう。ある存在の生命を奪わない配慮が道徳的に要求されるのは、その存在が自分自身を

ある期間にわたって存在し続ける独立した実体であると認識していること、つまり自己認

識がすでに成立していることを前提とし、そのようなものとしての「自己」を生存させ続

けることがその存在にとって有益である場合のみであろう。自己意識があるかどうかは、

人格としての配慮が道徳的に意味をもつかどうかの指標となるのである。 
 
過剰な配慮の倫理的価値 
 
 シンガーは、ある利益に対する配慮が有意味であるためには配慮の受け手が当の利益を

もつものであるかどうかを問う必要があると考える。それは、言い換えれば、行為の受け

手が、その利益に対する配慮に値する存在であるかどうか、その利益に対する配慮を受け

る資格をもつかどうかを問うということである。人格としての配慮を受けるためには、そ

の配慮を自らの利益とすることができる存在であること、すなわち「理性的で自己意識の

ある存在」であり、人格であることが前提となる。前提となるこの資格要件を満たさない

ならば、その存在は人格としての配慮を受ける権利はもち得ず、また、私たちにはそれを

人格として扱う道徳的義務は課せられない。 
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 シンガーによれば、胎児や新生児は、非パーソンであるから、人格としての配慮を受け

る資格をもたない。人格が生存し続けることを利益とする限りにおいて人格としての配慮

は生命を奪わないことに存するが、胎児や新生児が非パーソンである限り、その生命を奪

うこと自体は不正ではないということになる。ただ、だからといって、胎児や新生児の生

命が軽く扱われてよいというわけではないとシンガーは言う。第一に、人格としての配慮

には値しないものの、快苦の感覚や意識をもち得る限り、胎児や新生児はできるだけ苦痛

を感じないように扱われる必要がある。より多くの快楽とより少ない苦痛をもつことを利

益とする意識的存在である限り、その利益に応じた道徳的配慮が私たちには課せられる。

第二に、その生命の処遇の決定権は両親にあり、胎児の中絶や重度障害新生児の安楽死は

両親がそれを望んでいることが前提となる。すなわち、胎児や新生児には人格として配慮

するための「内在的価値」は欠如しているが、彼らにとっての利益になるかどうかという

観点から目を転じ、両親の利益に注目すれば、まだ子どもをもちたくない、あるいは障害

新生児を育てたくないという両親の意向（もちろん可能な限り生かしたいという意向をも

つ場合もあるだろう）を尊重することによって、両親の選好を満たし、彼らの利益を実現

することができる。シンガーは、こうした点が考慮される限り胎児や新生児の生命が過度

に軽視されることはないと考える。 
 パーソン論の依拠するパーソンと非パーソンの区別は、こうして倫理的対象のもち得る

利益に応じた配慮を可能にするが、しかし、そうした〈ある利益とそれに対する配慮の整

合性〉に基づく倫理理論は一方で倫理的事象の領域を狭めてしまうのではないだろうか。 
 たしかに、シンガーの言うように、人間の動物に対する扱いは不当であったかもしれな

い。動物が快苦の感覚をもつならばそれに配慮した扱いが必要になる。また、ある種の動

物が自己意識をもち得るならば、人間に劣らぬ配慮が必要になるかもしれない。人間を他

の動物に対して特別視する倫理は「種差別」に根ざすものでしかないだろう。人間中心主

義を離れ、それがどのような道徳的地位にあるのかを見極め、その道徳的地位にふさわし

い配慮をすることが求められる。それが存在のもち得る利益よりも小さい利益しか満たさ

ない配慮であったなら見直すべきだろう。だが、〈ある利益とそれに対する配慮の整合性〉

という観点は、ある利益に対する過小な配慮を正す一方で、ある利益に対する過剰な配慮

をほとんど無意味なものとしてしまうだろう。自己意識はないが快苦の感覚をもつ存在に

対する人格としての配慮は、それがもち得る利益の範囲を超えたものである限り、整合的

ではなく、道徳的に見てあまり意味のないものとなろう。快苦の感覚をもつ存在に対して

は、できるだけ多くの快楽を与え、できるだけ少ない苦痛しか与えないという配慮で十分

であって、本来それ以上の配慮の必要はない。この過剰な配慮、たとえば重度障害新生児

に対してすでに何らかの人格を認め、死なせるにしのびないと思う両親の感情を、シンガ

ー自身も、まったく無意味であると考えているのではない。しかし、〈ある利益とそれに対

する配慮の整合性〉という観点に立つ限り、そうした感情は意識しかもたない存在をめぐ

る道徳的問題にとって「間接的な（indirect）」16 あるいは「付帯的な（extrinsic）」17 性
質のものでしかない。 
 ある利益に対する過剰な配慮は、パーソン論の枠組みでは、まったく無意味ではないに

せよ、少なくとも二次的な価値しかもたないものとなる。けれども、こうした過剰な配慮

が実際は私たちの倫理的行為の実質的内容を構成するのではないだろうか 18。 
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 たとえば、障害新生児の処遇に影響する両親の選好について考えてみよう。障害をもつ

子どもを育てていく経済的能力がないために両親が安楽死を選択する場合、その選択は両

親自身の利益に関わる選好と一致すると考えられる。安楽死を選択するかどうかはその後

の両親の人生に大きな影響を与えるために、行為選択には両親の選好と一致するかどうか

という観点が関わってくる。その選好は、両親自身がどのような利益をもつか、というも

のだろう。しかしその一方で、同じように安楽死を選択した場合でも、両親の選好が新生

児の側の利益に配慮したものである可能性はある。すなわち、両親の選好が、彼ら自身の

経済的事情や精神的負担の大きさに関わるのではなく、新生児をすでに「我が子」として

受け止め、代替不可能な人格的存在とみなすことに関わる場合である。障害を抱えている

ために「彼（彼女）」の人生には数多くの困難が待ち受けているだろう。可能な限り支えて

いきたいが「彼（彼女）」が困難な人生を肯定的に受け入れることができるかどうか確かで

はない。「彼（彼女）」をそのような困難な人生に赴かせるにしのびない。このようにして

安楽死を選択することもあろう。このとき両親の選好は、彼ら自身の利益ではなく、人格

的存在として捉えられた新生児自身の利益に向けられていると考えられる。 
 このように新生児をあたかも人格的存在とみなすことは、パーソン論の立場からすれば、

その道徳的地位の錯誤に基づく、利益との整合性をもたない過剰な配慮と言えるだろう。

あるいは「潜在的人格」というあいまいな人格概念に起因する混乱した感情でしかないだ

ろう。また、新生児の利益に対する配慮といっても、結局のところ両親自身の利益がそこ

に投影された配慮であると考えられるかもしれない。しかし、両親が新生児を人格として

現に扱うことが行為選択の動機になっている限り、その過剰な配慮は倫理的に重要な意味

をもつのであって、単に「間接的な」あるいは「付帯的な」次元のものとは言えない。実

際、両親が重度障害新生児を死なせるという選択をするにせよ、できるだけ生かすという

選択をするにせよ、その行為選択が、新生児を単に匿名の意識的存在ではなく「我が子」

として受け入れることを動機としてもつならば、その動機をそれとして肯定すること、「付

帯的な」ものとしてではなく第一義的なものとして認めることが、両親の選好を正確に満

たすことになるはずである。なぜなら、そのときの両親の選好には、意識的存在のもち得

る快苦への関心のみならず、新生児を「我が子」として受け入れ、それに人格として接す

るという関心が現に含まれるからである。 
 
おわりに 

 
 〈ある利益とそれに対する配慮の整合性〉という倫理的観点に立てば、ある利益をもつ

存在はその利益に応じた配慮を平等に受けることが可能になる。自己のもち得る利益に対

して過小な配慮しか受け得なかったものは、その利益とつり合った正当な配慮を受ける権

利を取り戻すことになるだろう。しかし一方で、〈ある利益とそれに対する配慮の整合性〉

という観点に立つことは、ある利益に対する過剰な配慮がもち得る倫理的価値を低く見る

ことを含んでいる。たしかに、シンガーは過剰な配慮を不整合とみなしながらも、それに

一定の倫理的価値を与えてはいる。倫理的配慮の受け手のもつ利益から、その行為に関わ

る周囲の人々の選好に目を移せば、周囲の人々の選好を満たすことは、たとえその選好が

過剰な配慮を含むものであっても、功利主義的に見れば一定の意味をもつ。しかし、その
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場合でも、過剰な配慮がそれとして認められないならば、その選好を過不足なく満たすこ

とにはならないだろう。対象のもち得る利益との整合性を度外視して、それに可能な限り

の配慮をせずにはいられないということが選好の実質に含まれるなら、その選好の実質を

それ自体として肯定することが、選好の満足には必要なはずである。シンガーのパーソン

論が要求する〈ある利益とそれに対する配慮の整合性〉は、このような過剰な配慮の倫理 
的価値の把握に関して問題を残すのである。 
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